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１　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景

三
重
県
で
は
、
性
別
、
年
齢
、
障
が
い
の
有
無
、

国
籍
・
文
化
的
背
景
、
性
的
指
向
・
性
自
認
な
ど
に

か
か
わ
ら
ず
、誰
も
が
参
画
・
活
躍
で
き
る
ダ
イ
バ
ー

シ
テ
ィ
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
平
成
29
年
４
月
に

「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
社
会
推
進
課
」
を
設
置
、
同
年

12
月
に
「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
み
え
推
進
方
針
」
を
策

定
し
、
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、

性
的
指
向
・
性
自
認
の
多
様
性
（
以
下
「
性
の
多
様

性
」
と
い
う
。）
の
啓
発
・
教
育
に
つ
い
て
は
、
平

成
31
年
２
月
に
県
職
員
向
け
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（「
多

様
な
性
の
あ
り
方
を
知
り
、
行
動
す
る
た
め
の
職
員

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」）
を
策
定
し
、
職
員
研
修
に
活
用

す
る
だ
け
で
な
く
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
し
、
市
町
、
事
業
者
の
方
々
の
参
考
に
し

て
も
ら
う
取
組
な
ど
も
行
っ
て
き
ま
し
た
。

一
方
、
性
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
社
会
の
理
解
不

足
に
よ
る
偏
見
等
や
社
会
生
活
上
の
制
約
が
あ
る

中
、
県
で
は
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
社
会
の
実
現
に
向

け
て
、
性
が
多
様
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
理
解
を
広

げ
て
い
く
た
め
に
は
、
条
例
と
い
う
明
確
な
根
拠
の

下
、
社
会
全
体
で
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

考
え
ま
し
た
。
ま
た
、
当
事
者
支
援
団
体
か
ら
、
条

例
が
あ
る
こ
と
で
安
心
感
や
他
自
治
体
へ
の
行
動
が

広
が
る
き
っ
か
け
に
な
る
と
い
う
期
待
の
声
も
あ
り

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
令
和
２
年
６
月
に
は
、
職
場
に

お
け
る
性
的
指
向
・
性
自
認
な
ど
の
機
微
な
個
人
情

先進・ユニーク条例【解説】

　三重県は、「性の多様性を認め合い、誰も
が安心して暮らせる三重県づくり条例」を制
定した（条例第２号として、令和３年３月
23日公布、同年４月１日施行）。
　誰もが希望を持って、挑戦し、参画・活躍
できるダイバーシティ社会の推進に向けて、
条例を基に、性の在り方にかかわらず、全て
の人の人権が尊重され、多様な生き方を認め
合うことができる社会づくりを、地域社会全
体で進めていく。

報
の
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
は
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当

た
る
と
い
う
パ
ワ
ハ
ラ
防
止
対
策
強
化
や
、
性
的
指

向
・
性
自
認
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
含
め
た
セ

ク
ハ
ラ
防
止
対
策
強
化
が
事
業
主
と
し
て
必
要
と
な

る
な
ど
、
労
働
法
制
改
正
の
動
き
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
令
和
３
年
に
国
内
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
は
、
多
様
な
生
き

方
を
認
め
合
う
社
会
の
在
り
方
を
考
え
る
相
応
し
い

機
会
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
機
を
条
例

検
討
の
好
機
と
捉
え
、
令
和
２
年
度
中
の
条
例
制
定

を
目
指
す
こ
と
と
し
ま
し
た
。

２　

検
討
過
程

条
例
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
当
事
者
等
が
抱
え
る

三重県

性
の
多
様
性
を
認
め
合
い
、誰
も
が 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
三
重
県
づ
く
り
条
例

三
重
県
環
境
生
活
部
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
社
会
推
進
課
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（
４
）
基
本
的
施
策

①
基
本
計
画

県
は
、
こ
の
条
例
に
掲
げ
る
、
広
報
・
啓
発
、
研

修
等
の
実
施
、
教
育
の
推
進
、
相
談
へ
の
対
応
等
、

社
会
生
活
・
社
会
参
加
に
お
け
る
対
応
等
の
基
本
的

な
施
策
に
関
し
て
基
本
計
画
に
定
め
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
三
重
県
男
女
共
同
参
画
基

本
計
画
及
び
実
施
計
画
に
取
組
を
位
置
付
け
、
三
重

県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
に
お
い
て
審
議
し
、
年
１

回
、
施
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
公
表
し
て
い
き
ま

す
。

②
啓
発
・
広
報
及
び
研
修

県
は
、
県
民
、
事
業
者
等
の
理
解
を
深
め
、
性
の

多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
の
実
現
に
向
け
た
県
民
等

の
自
発
的
な
活
動
を
促
す
た
め
に
必
要
な
啓
発
、
広

報
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
県
は
、
職
員
に
対
す
る
研
修
、
啓
発
を
行

う
こ
と
と
し
、
市
町
、
学
校
、
事
業
者
は
、
そ
の
組

織
内
で
の
研
修
、啓
発
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

③
教
育
の
推
進

県
は
、
市
町
及
び
学
校
の
設
置
者
と
連
携
し
、
学

校
教
育
及
び
社
会
教
育
を
通
じ
て
、
性
の
多
様
性
に
関

す
る
人
権
教
育
の
推
進
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

④
相
談
対
応
等

県
は
、
性
の
多
様
性
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
設
置

し
、
関
係
機
関
と
連
携
し
、
適
切
な
相
談
対
応
及
び

必
要
な
情
報
提
供
等
を
行
う
体
制
を
整
え
る
と
と
も

課
題
へ
の
対
応
や
行
政
、
県
民
、
事
業
者
の
役
割
な

ど
に
つ
い
て
専
門
的
な
見
地
か
ら
検
討
い
た
だ
く
た

め
、
当
事
者
支
援
団
体
及
び
有
識
者
等
で
構
成
し
た

有
識
者
等
条
例
検
討
会
議
を
設
置
し
、
３
回
の
検
討

会
議
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、
県
議
会
に
、
随
時
、

検
討
案
を
提
示
し
、
議
論
い
た
だ
き
な
が
ら
進
め
ま

し
た
。
併
せ
て
、
条
例
の
在
り
方
（
中
間
案
）
に
対

す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
始
め
県
民
の
皆
さ
ん

か
ら
頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
市
町

へ
の
意
見
照
会
、
学
校
や
事
業
者
へ
の
意
見
聴
取
な

ど
を
実
施
し
、
可
能
な
限
り
幅
広
い
御
意
見
を
頂
き

な
が
ら
検
討
を
進
め
ま
し
た
。

ま
た
、
条
例
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
は
、
報
道
で

も
数
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
性
の
多
様
性
に
関
す
る

県
民
の
皆
さ
ん
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
令
和
３
年
３
月
の
三

重
県
議
会
本
会
議
に
お
い
て
、「
性
の
多
様
性
を
認

め
合
い
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
三
重
県
づ
く

り
条
例
」
案
は
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
、
同
年
４
月

１
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

３　

条
例
の
概
要

（
１
）
条
例
の
目
的

本
条
例
で
は
、
性
の
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
の

推
進
に
関
す
る
基
本
理
念
を
定
め
、各
主
体
の
責
務
・

役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
の
施
策
の
基

本
事
項
を
定
め
る
こ
と
で
、
性
の
多
様
性
が
理
解
さ

れ
、
性
的
指
向
・
性
自
認
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の

人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
多
様
な
生
き
方
を
認
め
合

う
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

（
２
）
条
例
の
基
本
理
念

性
の
多
様
性
に
関
す
る
施
策
の
推
進
は
、
性
的
指

向
・
性
自
認
に
か
か
わ
ら
ず
、
①
人
権
の
尊
重
が
な

さ
れ
る
こ
と
、
②
社
会
参
画
の
保
障
と
能
力
発
揮
の

機
会
の
確
保
、
③
多
様
な
生
き
方
が
選
択
で
き
る
こ

と
、
の
た
め
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
基
本
理
念
に
お
い
て
、
性
の
多
様
性
を

理
由
と
し
た
不
当
な
差
別
的
な
取
扱
い
、性
的
指
向
・

性
自
認
に
関
す
る
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
の
強
制
や
本
人

の
意
に
反
し
て
暴
露
（
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
）
す
る
こ
と

は
、
当
事
者
を
傷
付
け
、
周
囲
と
の
人
間
関
係
や
就

労
環
境
を
不
安
定
に
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
、「
し

て
は
い
け
な
い
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
社
会

の
共
通
認
識
と
な
る
よ
う
明
記
し
て
い
ま
す
。

（
３
）
各
主
体
の
責
務
・
役
割

県
の
責
務
に
加
え
、
市
町
、
教
育
に
携
わ
る
者
、

県
民
、
事
業
者
の
役
割
を
定
め
、
様
々
な
主
体
が
性

の
多
様
性
に
関
し
て
理
解
を
深
め
、
地
域
社
会
全
体

で
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

先進・ユニーク条例
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に
、
寄
せ
ら
れ
た
声
や
事
例
を
蓄
積
す
る
な
ど
し
、

相
談
対
応
等
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
学
校
や
事
業
者
は
、
児
童
生
徒
及
び
職

員
、
従
業
員
が
、
性
の
多
様
性
に
関
す
る
相
談
が
で

き
る
よ
う
、
適
切
な
対
応
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

⑤
社
会
生
活
及
び
社
会
参
加
に
お
け
る
対
応

県
は
、
性
の
在
り
方
に
か
か
わ
ら
ず
、
安
心
し
て

学
び
、
働
き
、
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
総
合
的

な
環
境
づ
く
り
に
関
し
て
、
合
理
的
な
配
慮
の
下
に

施
策
の
推
進
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

⑥
顕
彰

県
は
、
性
の
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
の
推
進
に

寄
与
し
た
者
を
顕
彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
各

団
体
の
取
組
の
促
進
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

附
則
と
し
て
、
社
会
情
勢
の
変
化
等
の
状
況
に
対

応
し
、
必
要
に
応
じ
て
条
例
の
見
直
し
を
検
討
す
る

旨
の
規
定
を
設
け
て
い
ま
す
。

な
お
、
条
例
検
討
過
程
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
各

条
文
の
趣
旨
等
が
分
か
る
よ
う
ま
と
め
た
「
条
例
の

解
説
」に
つ
い
て
も
、条
例
と
併
せ
て
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
掲
載
し
て
い
ま
す
。

４　

今
後
の
展
望
等

性
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
を
広
げ
、
誰

も
が
安
心
し
て
学
び
、
働
き
、
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
環
境
づ
く
り
に
向
け
て
、
地
域
社
会
全
体
で
取
り

組
む
こ
と
が
条
例
の
大
き
な
狙
い
で
す
。
条
例
に
基

づ
き
、
性
的
指
向
・
性
自
認
を
理
由
と
し
た
不
当
な

差
別
的
取
扱
い
や
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
の
強
制
、
本
人

の
意
に
反
し
た
暴
露
（
ア
ウ
テ
ィ
ン
グ
）
を
し
て
は

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
が
、
社
会
の
共
通
認
識

と
な
る
よ
う
、
令
和
３
年
６
月
に
は
条
例
の
概
要

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
た
り
、
県
の
広
報
媒
体
で

発
信
し
た
り
す
る
な
ど
、
県
民
の
皆
さ
ん
へ
の
条
例

内
容
の
周
知
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
相
談
対
応
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
当
事
者

か
ら
の
相
談
だ
け
で
な
く
、
学
校
、
職
場
、
家
庭
、

地
域
な
ど
周
囲
か
ら
の
相
談
も
増
加
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
令
和
３
年
４
月
に
は
、
県
の
相
談
窓

口
と
し
て
「
み
え
に
じ
い
ろ
相
談
～
性
の
多
様
性
に

関
す
る
相
談
～
」
を
開
設
し
、
10
月
か
ら
は
、
こ
れ

ま
で
の
電
話
相
談
に
加
え
、
性
の
多
様
性
に
関
す
る

Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
を
開
始
す
る
な
ど
、
相
談
体
制
の
充
実

を
図
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
県
で
は
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
る
環
境
づ
く
り
の
取
組
の
一
つ
と
し
て
、
令

和
３
年
９
月
か
ら
「
三
重
県
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣

誓
制
度
」を
開
始
し
、最
初
の
ひ
と
月
で
10
組
の
方
々

が
宣
誓
さ
れ
ま
し
た
。
三
重
県
の
制
度
の
特
徴
と
し

て
は
、お
二
人
の
希
望
に
応
じ
て
選
択
で
き
る
よ
う
、

宣
誓
書
受
領
証
方
式
と
公
正
証
書
等
受
領
証
方
式
の

併
用
型
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、
県
だ
け

で
な
く
市
町
、
事
業
者
の
方
々
に
も
働
き
か
け
、
利

用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
一
覧
を
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
掲

載
し
て
お
り
、
今
後
も
順
次
更
新
し
て
い
く
予
定
で

す
。
併
せ
て
、
当
事
者
の
生
活
に
役
立
つ
情
報
を
ま

と
め
た
「
み
え
に
じ
い
ろ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
も
作
成

し
、宣
誓
者
の
方
に
お
渡
し
す
る
と
と
も
に
、県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

学
校
で
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
発
達
段
階
に
応
じ

た
児
童
生
徒
な
ど
へ
の
理
解
を
促
す
た
め
の
教
育
や

校
則
等
の
見
直
し
な
ど
を
進
め
て
い
ま
す
。
事
業
者

の
方
々
へ
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
公
正
採
用
や
職
場
環

境
の
向
上
に
係
る
取
組
な
ど
を
促
す
た
め
、
令
和
３

年
度
中
に
、
従
業
員
研
修
に
活
用
で
き
る
よ
う
な
企

業
向
け
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
県
の
性
の
多
様
性
に
関
す
る
様
々
な

取
組
に
つ
い
て
は
、
三
重
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会

の
下
に
、「
性
の
多
様
性
に
関
す
る
専
門
部
会
」
を

設
置
し
、
毎
年
、
評
価
を
行
う
な
ど
継
続
的
な
改
善

を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

今
後
と
も
、
こ
の
条
例
を
基
に
、
性
の
在
り
方
に

か
か
わ
ら
ず
、
多
様
な
生
き
方
を
認
め
合
う
地
域
社

会
の
実
現
を
目
指
し
、
様
々
な
主
体
と
連
携
・
協
力

し
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
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社会全体で取り組む 

責務・役割（第５条～第９条） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会の共通認識を広げる 

基本理念（第３条・第４条） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総合的な環境づくりに努める 

社会生活及び社会参加における対応（第 15条） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県では、誰もが希望を持って、挑戦し、参画・活躍できるダイバーシティ社会の
実現をめざし、取り組んでいます。 
性の多様性についての理解が広がり、当事者が抱える課題が社会の中で共通認識
となり、性のあり方にかかわらず、全ての人の人権が尊重され、多様な生き方を認
め合うことができる社会づくりを、地域社会全体で進めていくための条例を制定し
ました。 

性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例 

 性的指向および性自認を理由とした不当
な差別的取扱いだけでなく、カミングアウト
の強制や、本人の意に反して暴露（アウティ
ング）することは、当事者を傷つけ、周囲と
の人間関係や就労環境を不安定なものにし
かねないものです。そういったリスクがあ
り、「してはいけない」ことであるというこ
とが、社会の共通認識となるよう、条例の基
本理念で訓示的に明示しています。 

 性のあり方にかかわらず、人権が尊重さ
れ、多様な生き方を認め合うことができるよ
う、県として、啓発、教育、相談にとどまら
ず、長期的な目線で、合理的な配慮の下に、
安心して学び、働き、暮らすことができる環
境づくりに努めます。 
（例）・相談窓口（電話相談 ４月～月２回、 

SNS相談 秋頃開始予定） 
   ・パートナーシップ制度（９月開始予定） 
   ・啓発（企業向けガイドラインなど） 

 県の責務だけでなく、市町、教育に携わる
者、県民、事業者の役割を定め、さまざまな
主体が性の多様性に関して理解を深め、社会
の共通理解を広げ、地域社会全体で取り組む
こととしています。 

令和３年４月１日（木）施行 

●性的指向︓自己の恋愛又は性的な関心の対象となる性別についての指向をいう。  
●性自認︓自己の性別についての認識をいう。 

条例に関する 
県ホームページ 

●第 66 号（2021 年 8 月発売）　定価　1,265 円（税込）

フリーコール（通話料無料）
受付時間：月～金 9時から17時

TEL：0120-953-431
FAX：0120-953-495 URL：https://gyosei.jpWeb

サイト商品に関するご照会・お申込は、  株式会社

・特集　脱炭素社会の実現と地方自治体の役割
2050年カーボンニュートラル（脱炭素社会）に向かう世界と日本の課題
脱炭素社会の実現のために～地方自治体の現状と今後の展望～
地球温暖化・気候変動をめぐる法律及び条例の動向
地方自治体における脱炭素戦略はいかにあるべきか―再生可能エネルギーの導入を中心として―
省エネ促進と自治体の役割

・CLOSE UP　先進・ユニーク条例
さがみはらみんなのシビックプライド条例
大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例 
大阪市及び大阪府における一体的な行政運営の推進に関する条例
持続的で生産性の高い滋賀の農業推進条例

・トピックス
「地域の未来予測に関する検討ワーキンググループ」報告書について

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し（民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法）の概要
「ライフスタイルの多様化と関係人口に関する懇談会｣ 最終とりまとめ～関係人口の拡大・深化と地域づくり～の解説

先進・ユニーク条例


